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日資 料 11

ソ連邦崩壊後の国籍および

外人法に関する二国間条約

奥田

伊藤

佐藤

弘

義

男

安

知

守

本稿で訳出するのは、 1991年末にソ連邦が崩壊した後の国籍問題および外人

法に関する諸問題を規律するために、ロシアが他の共和国との問で締結した条

約である。

もともと旧ソ連邦の領域には、 120以上の民族が住んでおり、民族問題が深

刻であったが、ソ連邦崩壊後は、ロシア以外の共和国に取り残された「残留ロ

シア人jの法的地位が極めて深刻な問題となった。その数は、ウクライナの

1200万人を筆頭に約2500万人にのぼる(110またウクライナ以外でも、エストニ

アにはソ連邦崩壊時に60万人の外国人が居住し、そのほとんどがロシア人で

あったし、ラトピアはロシア人などの外国人の割合が約33パーセントを占めて

いた(2)。

そこでロシアは、すでにソ連邦崩壊前の1990年から、残留ロシア人の国籍な

どの問題を規律するため、他の共和国との聞で条約を締結し続けてきた。もち

(1)ユーラシア研究所編『情報総覧・現代のロシア.J(1998年・大空社J81頁。
(2) H. Hecker. Vertrage uber Staatsangehorigkeitsfragen vor Grundung (1918司1922)und 

nach Zerfall der Sowjetunion (ab 1990). 35 Archiv d巴sVolkerrechts 1997. S.86. 89 
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ソ連邦崩壊後の国籍および外人法に関する二国間条約

ろん二国間条約の性質上、相互主義にもとづき、ロシアも相手国の国民の国籍

など法的地位を保障する義務を負っているo 本稿は、これらの条約のうち、ロ

シア語の正文が入手できた14件の条約を翻訳し、資料として提供するものであ

る。これらの条約の概要は、次のとおりである。

まず1990年末から1993年中頃までは、とくにテーマを決めない条約(I1II)、

二国間関係の原則に関する条約 (UI!IV)、友好協力条約 (V-IX)の中に、国籍

および外人法に関する規定が見られる。そこで以下では、本稿のテーマに関わ

る規定だけを翻訳することにした。

これらの条約では、国籍取得、民族問題および移民問題に関する一般原則だ

けが定められ、詳細は個別の条約に委ねられている。第一に国籍取得について

は、居住国の国籍を保障するもの(1)、居住国または他方当事国の国籍取得を

保障するもの (II)、国籍選択権を保障するもの(I1IIIVNIIIX)、二重国籍まで

保障しようとするもの (VNIINIII)に分類できる。第二に民族問題について

は、初期の条約は自国民の平等原則を規定しているものが見られるが (III-V1)、

おおむね居住者全般について、平等に一定の権利を保障している (III-IX)。第

三に移民問題については、政策の調整および祖先の出身地への帰還の援助を定

めるものがある (UIIIV)。

つぎに1993年末以降は、国籍および外国人問題だけを規律した条約が締結さ

れている。これらの条約については、末文および署名以外の全文を翻訳した。

ただし、そこで扱われているテーマは、さまざまである。

第一に、二重国籍問題に関するトルクメンとの条約 (X)は、現在および将

来における二重国籍を保障するだけでなく、それに伴う差別の禁止、社会保障、

兵役などの問題を規律している。

第二に、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の法的地位を定め

たカザフスタンおよびトルクメンとの条約 (XIIXII)がある。これらの条約の

適用を受ける者は、一定の参政権および公務員職を制限されるほかは、常住地

図の国民と同ーの権利を有し、義務を負うとされている。また財産権の保障

(XIのみ)、固有財産の私有化への参加、国境通過権、兵役などに関する規定

だけでなく、権利能力・行為能力、養子縁組、後見・保佐、損害賠償債務の準

拠法などに関する規定も置かれている。

第三に、 トルトメンにおけるロシア人少数派およびロシアにおけるトルクメ

ン人少数派の権利保障に関する条約 (XIII)がある。この条約は、常住地図の
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国籍を有するが、民族的に少数派に属する者の権利を保障している。とりわけ

民族的・言語的・文化的・宗教的な独自性を表明する権利、社会生活および国

家生活に参加する権利、少数派同士の接触を保つ権利、母語を使用する権利、

宗教活動を行なう権利などが保障されている。また当事国は、少数派の独自性

を維持するために、さまざまな協力を行なうとしている。

最後に、移住手続および移住者の権利保護に関するベラルーシとの条約

(XIV)がある。この条約は、一方当事国から他方当事国へ移住する者の移住

手続および権利の保障を定めている。とりわけ移住者は、財産の持ち出しゃ処

分、残した財産に対する権利の行使などが保障され、移住先の情報を取得した

り、移住先での住居などの援助を受けるとされている。

これらの条約の翻訳作業は、次のような手順で行なった。まず奥田がドイツ

語の文献(3)により、 10件の条約をドイツ語訳から日本語へ翻訳した。奥田と佐

藤は、これらの条約について、本学の中央図書館で調査を行なったが、ロシア

語の正文が入手できたのは、I1IIIXの条約だけであった。 IIIIIVの条約は、大

学院博士後期課程のラズモフスキー・イーゴリーさんのご協力により、相手国

の在モスクワ大使館からファックスでロシア語の正文を送って頂いた。これら

の5件の条約について、佐藤は、奥田のドイツ語訳との照合作業を行なった。

続いて奥田は、英語の文献(4)により Vから IXまでの条約、および別のドイ

ツの文献(5)により XIから XIVまでの条約を検索した。奥田と佐藤は、前者の

5件の条約については本学の中央図書館において、また後者の4件の条約につ

いては本学のスラブ研究センター図書室において、ロシア語の正文を入手した。

そして、 Vから IXおよびXIの条約については、佐藤が翻訳を行ない、 XIIか

らXIVまでの条約については、伊藤が翻訳を行なった。

もちろん奥田は国際私法および国籍法の研究者として、伊藤はロシア・東欧

法の研究者として、また佐藤はロシア外交史の研究者としての立場から、相互

に意見交換を行ない、すべての条約について訳語の調整を行なった。その意味

では、本稿は、単なる分担作業ではなく、共同研究の成果であるといえる。

(3) Dokumente: Vertr誌geuber Staatsangehorigkeitsfragen nach Zerfall der Sowjetunion (ab 

1990)，35 Archiv des Vo1kerrechts 1997， S.¥04 ff. 

( 4) George Ginsburgs， Citizenship如 dState Succession in Russia' s Treaty and Domestic 

Repertory， 21 Review ofCentral and East European Law 1995， p.459-461， 467. 

( 5) Internationa1e Abkommen: Rus1and， 40 WGO Monatshefte fur Osteuro戸ischesRecht 

1998， S.66; 41 WGO Monatshefte fur Osteuropaisches Recht 1999， S.67 
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ソ連邦崩壊後の国籍および外人法に関するこ国間条約

1 1990年11月21日のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国と
カザフ・ソビエト社会主義共和国との聞の条約(6)

第2条第2項

締約国は、ロシア・ソピエト連邦社会主義共和国及ぴカザフ・ソピエト社会

主義共和国の領域内に居住するソ連邦国民に対し、締約国による国籍に関する

法律の採択後、彼らが居住する側の国籍を保持する権利を保障する。

n 1990年12月18日のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国と
ベラルーシ・ソビエ卜社会主義共和国との聞の条約(7)

注:当時はベロルシアと呼んでいたが、現在の表記にしたがい、ここではベ

ラルーシとした。

第3条

当事国は、ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及ぴベラルーシ・ソビエト

社会主義共和国の領域内に居住するすべてのソ連邦国民に対し、当事国による

国籍に関する法律の採択後、居住国の国籍を保持するか又は他方当事国の国籍

を取得する権利を保障する。

一方当事国の領域内に居住する者による他方当事国の国籍取得の問題は、国

籍に関する双方の法令を基礎とした関連の条約により規律される。

m 1991年 1月12日のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国と
エストニア共和国との聞のニ国間関係の原則に関する条

約ω

第3条

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びエストニア共和国は、この条約の

( 6) L¥oroBop MelK，lly Pocmi¥cKOH COBeTCKOHφe，llepaTHBH日前 COUHanHCTHqeCKOHPec. 
ny6耳目KOHH Ka3aXCKO白 COBeTCKOHCOUHa刷 CmqeCKOHPecny印刷OH，BeJ10MOCTH 

C'be3J1a HapO，llHblX /JenyTaToB POCCHIICKOII φ'e，llepaaHH H BepxoBHoro COBeTa 

POCCHIICKOIIφ'eJ1epal{H.κ1991， No 7， CT. 107 

( 7) L¥oroBop MelK且YPOCCH品CKOHCOBeTcKo品φe且epaTHBHO曲COUHanHCmqeCKOHPec. 
ny6nHKoH H 5enopyccKOH COBeTcKoH COUHanHCTHqeCKO詰Pecny6nHKoH，BeJ10MOCTH 

C'be3J1a HapOJ1HblX /JenyTaToB POCCHIICKOII φ四申'aaHH H BepxoBHoro COBeTa 

POCCHIICKOIIφ'eJ1epal{HH， 1991， N 0 7， CT. 105 

( 8) L¥oroBop 06 OCHOBax MelKrocy且apCTBeHHblXoTHoweHHH Pocc日前CKO白 COBeTCKO品
φE且巴paTHBHO白COUHMHCTHqeCKO白Pec日y6m!KHH 3CTOHCKO抗Pecny6JlHKH

北j去51(1.341)341
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署名の時にロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びエストニア共和国の領域

内に居住し、現在ソ連邦国民である者に対し、自由な意思表示により、ロシア・

ソビエト連邦社会主義共和国の国籍又はエストニア共和国の国籍を保持し若し

くは取得する権利を保障する義務を相互に負う。

締約国は、自国民に対し、民族又はその他の違いに関わらず、同一の権利及

び自由を保障する。

双方の利益に関わる具体的な国籍問題は、国際法規範の原則にもとづく個別

の二国間条約の中で取り決めるものとする。

第4条

各締約国は、その領域内に居住する他の締約国の国民及び無国籍者に対し、

民族のいかんに関わらず、以下のことを承認する。

1 )人権について一般に承認された国際法の規範に従った市民的及び政治的

な権利及び自由並びに社会的、経済的及び文化的権利

2 )自由な民族的・文化的発展

3 )居住国の法令及びロシア・ソビエト連邦社会主義共和国とエストニア共

和国との問で締結された国籍問題に関する条約による国籍選択

他方当事国の領域内に居住する自国民の権利保護のため、当事国は、個別の

二国間条約を締結する。

第5条

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びエストニア共和国は、締約国が政

治的、経済的、社会的、人口動態的及び文化的利益を守るために独自の移民政

策(いわゆる振子移民の規制lを含む)を実施する際に生じる諸問題を解決する

手続については、個別の条約により定める。

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びエストニア共和国は、当事国の領

域内の歴史的又は種族的な出身地に自由意思により移住する者及びその家族に

対する費用の補償及びその他の援助を行ない、かつ移住者の統合の分野におい

て二国聞の協力を行なう相互の義務について、個別の条約により定める。

N 1991年1月13日のロシア・ソビエト連邦社会主義共和国と

ラトビア共和国との間のニ国間関係の原則に関する条約(9)

( 9) JloroBOp 06 OCHOBax MelKrocy且apCTBeHHblXOTHO出回HHPOCCHHCKO曲 COBeTCKO此

φe.l¥epaTHBHOH COl.¥HaJlHCTH'leCKO首Pecny6Jll1KHH J1aTBHHcKO誼Pecny6JlHKH.

北法51(l・340)340



ソ連邦崩壊後の国籍および外人法に関する二回開条約

第3条

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びラトピア共和国は、この条約の署

名の時にロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びラトピア共和国の領域内に

居住し、かつ現在ソ連邦国民である者に対し、自由な意思表示により、ロシア・

ソビエト連邦社会主義共和国の国籍又はラトピア共和国の国籍を保持し若しく

は取得する権利を保障する義務を相互に負う。

締約国は、自国の国民に対し、民族又はその他の違いに関わらず、同一の権

利及び自由を保障する。

双方の利益に関わる具体的な国籍問題は、国際法規範の原則にもとづく個別

の二国間条約の中で取り決めるものとする。

第4条

各締約国は、その領域内に居住する他の締約国の国民及び無国籍者に対し、

民族のいかんに関わらず、以下のことを承認する。

1 )人権について一般に承認された国際法の規範に従った市民的及び政治的

な権利及び自由並びに社会的、経済的及び文化的権利

2 )自由な民族的・文化的発展

3 )居住国の法令及びロシア・ソビエト連邦社会主義共和国とラトピア共和

国との間で締結された国籍問題に関する条約による国籍選択

他方当事国の領域内に居住する自国民の権利保護のため、当事国は、個別の

二国間条約を締結する O

第5条

ロシア・ソピエト連邦社会主義共和国及びラトピア共和国は、締約国が政治

的、経済的、社会的、人口動態的及び文化的利益を守るために独自の移民政策

(いわゆる振子移民の規制を含む)を実施する際に生じる諸問題を解決する手

続については、個別の条約により定める。

ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国及びラトビア共和国は、当事国の領域

内の歴史的又は種族的な出身地に自由意思により移住する者及びその家族に対

する費用の補償及びその他の援助を行ない、かつ移住者の統合の分野において

二国聞の協力を行なう相互の義務について、個別の条約により定める。

北法5l(l・339)339
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V 1991年12月29日のロシア連邦とアルメニア共和国との間の

友好、協力及び相互安全保障に関する条約(10)

第7条

締約国は、自国民に対し、民族、性別、言語、宗教、政治的又はその他の信

条並びにその他の違いに関わらず、同ーの権利及び自由を保障する。

各締約国は、その領域内に居住するすべての者に対し、一般に承認された国

際法の規範及び自国の法令に従い、市民的、政治的、社会的、経済的及び文化

的権利並びに基本的自由を保障する。

各締約国は、その領域内に居住する者に対し、自由な意思表示により、居住

国の国籍を保持し、又は他方当事国の国籍を取得すること、及び国籍に関する

当事国の法令に従い両当事国の国籍を保有することを妨げない義務を負う。

締約聞は、他の締約国の領域内に居住する自国民の権利を保障し保護するた

めの個別の条約及び二重国籍に関する条約を締結する。

締約国は、アルメニア共和国におけるロシア人少数派及びロシア連邦におけ

るアルメニア人少数派の権利の保障に関する諸問題を同じく個別の条約により

規律する。

VI 1992年5月25日のロシア連邦とカザフスタン共和国との閏

の友好、協力及び相互援助に関する条約(11)

第11条

締約国は、自国民及び無国籍者に対し、民族又はその他の違いに関わらず、

同ーの権利及び自由を保障する。各当事国は、その領域内に居住する他方当事

国の国民に対しでも、人権について一般に承認された国際的規範に従い、当事

国の法令を考慮して、民族、信仰又はその他の違いに関わらず、市民的、政治

的、社会的、経済的及び文化的な権利及び自由を保障する。

締約国は、その領域内に居住する者に対し、自由な意思表示により、国籍に

関する当事国の法令にもとづき、居住国の国籍を選択するか、又は他方当事国

(10) 1!.oroBOp 0 LlpylK6e. COTpy且HWleCTBeH B3aHMHOH 6e3onaCHOCTH MelKLly POCCHHCKO白
φeLlepaUHe曲目 Pecny6JIHKO曲 ApMeHH5I.sHflJlOMaTH'leCKHH BeCTHHK， 1992. No 2.3. 

CTp.18 

(ll)及。rOBOp0 LlpylK6e. cOTpy LlH附 eCTBeH B3aHMHOH nOMOll¥H MelKLlY POCCH品CKOH

φ叫 epaUHe曲目 Pecny6JIHKoti Ka3axcTaH. sHllJlOMaTH'leCK/fIi oeCTHIIK， 1992. No 15'16. 

CTp.36 

北i去51(1'338) 338 



ソ連邦崩壊後の国籍および外人法に関する二凶問条約

の国籍を取得する権利を保障する。

四 1992年5月30日のロシア連邦とウズベキスタン共和国との

聞のこ国間関係の原則、友好及び協力に関する条約(ロ)

第6条第1項

各締約国は、その領域内に居住する者に対し、一般に承認された国際法の規

範に従い、民族、性別、言語、宗教、政治的又はその他の信条に関わらず、政

治的、社会的、経済的及び文化的な権利及び自由を保障する。

第8条

締約国は、その領域内に居住する者に対し、自由な意思表示により、居住国

の国籍を保持するか、又は他方当事国の国籍を取得する権利を保障する。

当事国の領域内に居住する者が両当事国の国籍を保有する可能性に関する諸

問題については、締約国の法令を考慮して、関連の条約により規律するものと

する。

唖 1992年6月10日のロシア連邦とキルギスタン共和国との間

の友好、協力及び相互援助に関する条約(13)

第8条

締約国は、その領域内に居住する者に対し、自由な意思表示により、居住国

の国籍又は他方の締約国の国籍を選択する権利を保障する。

当事国の領域内に居住する者が二重国籍を保有する可能性に関する諸問題に

ついては、締約国の法令を考慮、して、個別の条約により規律するものとする。

第9条第 1項

各締約国は、その領域内に居住する者に対し、民族、性別、言語、宗教、政

治的及びその他の違いに関わらず、一般に承認された市民的、政治的、社会的、

経済的及び文化的な権利及び自由を保障する。

(12HloroBOp 06 OCHOBax MelKrocy且apCTBeHHblXoTHoweHHit，且pylK6eH cOTpy.n:HwleCTBe 

MelK.n:y POCCH曲CKoiiφE且epaUHeiiH Pecny6nHKo曲 Y36eKHCTaH，Be，llOMOCrH C'be3，lla 

伯 IpO，llHblXseflyraroB POCCHlfcKOHφ'e，llepaqHH H BepxoBHoro COBera POCCHHCKOH 

φιaepaIlH，以 1992，N 0 42， CT. 2339 

(13) ，UoroBop 0 .n:pylK6e， COTpy.n:HH'leCTBe H B3aHMHoit nOMOlL¥H MelK且yPocc目前CKOit

φe.n:epaUHeii H Pecny6nHKo品Kblprbl3CTaH，Be，llOMOCrH C'be3，lla HapO，llHblX s，四ryraroB
POCCHlfcKOHφ'e，llepaqHH H BepxoBHoro COBera POCCHHCKOiiφ'e，llepaqHH， 1992， No 42， 

CT.2340 
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区1993年5月25日のロシア連邦とタジキスタン共和国との聞の

友好、協力及び相互援助に関する条約(14)

第8条

締約国は、その領域内に居住する者に対し、自由な意思表示により、居住国

の国籍又は他方の締約国の国籍を選択する権利を保障する。

国籍問題は、締約国の法令を考慮して、個別の条約により規律するものとす

る。

第9条第1項

締約国は、その領域内に居住する者に対し、民族、性別、言語、宗教、政治

的及びその他の違いに関わらず、一般に承認された市民的、政治的、社会的、

経済的及び文化的な権利及び自由を保障する。

X 1993年12月23日の二重国籍問題の規律に関するロシア連邦

とトルクメンとの聞の条約{日)

以下で当事国というロシア連邦及びトルクメンは、両国間の友好関係を一層

発展させるため、二重国籍に関する諸問題の公正かっ人道的な規律を希求し、

以下のことを合意した。

第1条

1.各当事国は、自国民に対し、その国籍を失うことなく、他方当事国の国籍

を取得する権利を認める。

2.一方当事国の国民による他方当事国の国籍取得は、当該国民の自由な意思

表示にもとづき、国籍付与国の法令により定められた要件及び手続に従い行

なわれる。

第2条

この条約の発効前に、自己の申請により、従前の国籍を失うことなく、他方

当事国の国籍を取得した一方当事国の国民は、両当事国の国籍を保持する。

第3条

(14) ，lloroBop 0 ，llpylK6e， COTpy，llHH可eCTBeH B3aHMHO白 nOMO山HMelK，lly POCCHHCKOH 
φe，llepaUHe帥HPec日y6且HKO品l)，lllKHKHCTaH，jJHfl.1JOMaTHgeCKHH BeCTHHK， 1993， No 
11・12，CTp.27

(15)CorJla山eHHeMelK，l¥y POCCHHCKO晶 φe，l¥epaUHeH H TypKMeHHcTaHoM 06 ype-
ryJlHpOBaHHH BonpocoB且BO曲Hororpa以且aHCTBa，jJHfl.1JOMaTH'leClmH  BeCTHHK， 1994， 
N 0 1'2， CTp. 27. 
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l.子は、出生の時に父母のいずれかが両当事国の国籍を有していたときは、

その出生の時から両当事国の国籍を取得する。これらの子が18歳に達するま

でに、その父母は、子のために、共同の書面による届出の方式で、一方当事

国の国籍を放棄することにより、他方当事国の国籍を選択することができる。

子が18歳に達するまでに、一方の親が死亡するか、又は親権を喪失したと

きは、子の国籍選択権は、他方の親が保持する。

父母がともに両当事国の国籍を取得するか、又は両当事国の国籍を失うと

きは、 18歳未満の子の国籍も、それに伴い変更される。

父母がともに一方当事国の(同ー)国籍を失い、他方当事国の(同一)国

籍を保持しているときは、 18歳未満の子の国籍も、それに伴い変更される。

両当事国の国籍を有する親が一方当事国の国籍を失ったときは、 18歳未満

の子が有する当該国籍については、父母の書面による合意によって定める。

14歳から18歳までの子の国籍変更は、本人の書面による同意があったとき

に限り行なわれる。

2. 18歳に達した後、両当事国の国籍を有する者は、両方の国籍を保有し続け

るか、又は18歳に達した後 1年以内になされる書面による国籍放棄の届出の

方式で、一方の国籍を放棄することにより、他方の国籍を選択することがで

きる。

3.前二項の規定は、出生の時に一方の親が両当事国の国籍を有し、他方の親

が無国籍であるか又は不明である子、及び養子縁組の時に両当事国の国籍を

取得したか、又はその国籍を失った養子にも適用する。

4.本条第 I項及び第2項に従った一方当事国の国籍放棄に関する届出は、当

該当事国の管轄官庁に対してなされる。この管轄官庁とは、子の常住地に応

じて、当該当事国の国籍問題担当の内務機関若しくは外交代表部又は領事館

とする O

第4条

両当事国の国籍を有する者のいずれかの当事国の国籍喪失は、当該当事国の

法令に従い行なわれる。

両当事国の国籍を有する者のいかなる職業又はその他の活動も、いずれかの

当事国の国籍を失う事由とすることはできない。

第5条

両当事国の国籍を有する者は、完全な形において、常住当事国の国民として
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の権利及び自由を享受し、並びに義務を負う。

両当事国の国籍を有する者の社会保障は、常住当事国の法令により給付され

る。ただし、両当事国が関連の条約において別段の定めをするときは、この限

りでない。

両当事国の国籍を有する者は、徴集の時に常住する当事国の義務兵役に服す

る。両当事国の国籍を有し、かっ一方当事国において義務兵役を終えた者は、

他方当事国における兵役徴集を免除される。

第6条

両当事国の国籍を有する者は、各当事国の保護及び庇護を享受する権利を有

する。かかる者の第三国における保護及び庇護は、常住当事国によってなされ

るか、又は本人の申請により、同じく国籍国である他方当事国によってなされ

る。

第7条

この条約の解釈及び適用に関する当事国聞の紛争は、外交経路によって解決

される。

第8条

この条約は批准を要し、批准書の交換の日に発効して、 5年間有効である。

それは5年毎に自動的に更新される。ただし、その期聞が満了する 6月前まで

に、当事国の一方が条約終了の希望を通知したときは、この限りでない。

刃 1995年 1月20日のロシア連邦とカザフスタン共和国との

開のカザフスタン共和国の領域内に常住するロシア連邦国

民及びロシア連邦の領域内に常住するカザフスタン共和国

国民の法的地位に関する条約(凶)

以下で当事国というロシア連邦及びカザフスタン共和国は、

両国間の友好関係の一層の発展のため、

一方の国の領域内に常住する他方の国の国民の法的地位に関する諸問題の規

律の必要性を承認し、

(16)且orOBOpMelK且YPOCCHHCKOHφeJ¥epaUHe品 HPecny6J¥HKO白 Ka3aXCTaH0 npaBOBOM 

CTaTyce rpa淑且aHPOCCHHCKOHφe.l¥epaUHH， nOCTOllHHO npOlKHBaH)叫HXHa TeppHTOpHH 

Pecny6J¥HKH Ka3aXCTaH， H rpalKJ¥aH Pecny6J¥HKH Ka3aXCTaH， nOCTOllHHO口pOlKW

Ba旧叫HXHa TeppHTOpHH POCCHikKOHφE且epaUHH，jJHflJ/OMaTH'leCKHH BeCTHHK， 1995， 

No 2， CTp. 42 
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両当事国の領域内における同ーの居住条件を自国民のために保障することを

希求し、またこれに関連して、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国

民に対し、とりわけ市民的、政治的、社会的、経済的、労働的、文化的及びそ

の他の権利について、前者の当事国の国民の法的地位に最大限近接した法的地

位を付与することを望み、

1993年 1月22日にミンスク市において署名された民事・家事・刑事について

の裁判援助及び法律関係に関する条約の規定を考慮し、

一般に承認され署名した人権に関する国際的文書から生じる自国の義務を確

認し、

1992年5月22日のロシア連邦とカザブスタン共和国との関の友好、協力及び

相互援助に関する条約を指針として、

1994年3月28日のカザフスタン共和国の領域内に常住するロシア連邦国民並

びにロシア連邦の領域内に常住するカザフスタン共和国国民の国籍及び法的地

位に関する諸問題の解決の基本原則についての覚書を実施するために、

以下のことを合意した。

第 1条

1.この条約において、一方当事国の国民が他方当事国の領域内に常住してい

るとみなされるのは、他方当事国によって発行された許可にもとづき、後者

の領域内に常住する場合において、国籍国の領域内に常住していないときを

し、つ。

2.この条約において、

a)f国籍当事国」とは、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の

本国をいう。

b)f常住当事国」とは、その領域内に他方当事国の国民が常住する国をいう。

第2条

しこの条約において、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の地

位に関する証明書で、当事国が承認するものとは、常住当事国の管轄機関が

発行する文書、又は国籍当事国の法令に従い上記の者の身元悲しくは国籍を

証明する文書若しくは外交旅券及び公務旅券以外の国境通過権を付与する文

書に常住当事国の管轄機関がなした記載をいう。

2.当事国は、前項にいう文書及び記載の書式、並びにこの条約に従って、い

かなる者に一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民としての地位を
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付与するのかとし寸事項に関する情報を交換する。かかる書式及び情報の交

換は、当事国の領事部を通じて行なう。

3.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の留学、労働、出張、兵

役は、この条約により定められたその国民の法的地位に影響しない。

第3条

1.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、常住当事国の憲法及

び法令を遵守し、その伝統及び習慣を尊重しなければならない。

2.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、国籍当事国との法的

紐帯を失わず、両当事国の庇護及び保護を享受する。

第4条

1.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、常住当事国の国民と

同一の権利及び自由を享受し、並びに同ーの義務を負う。ただし、この条約

の定める適用除外事項を除く。

2.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、以下の権利を享受し

ない。

a)常住当事国の最高国家職及び代表権力機関の選挙権並びに被選挙権

b)常住当事国が実施する国民投票に参加する権利

c)常住当事国の外交、安全保障機関及び内務機関の職に就く権利

d)常住当事国における中央執行権力機関の職、裁判官職、検察官職に就く

権利

e)州、地区、市、村、集落の行政府の長及びその代理の職に就く権利

3.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、当事国によって合意

された手続に従い、州、地区、市、村、集落の行政府の内部単位の長及び代

理の職、並びに部、局及び委員会その他の地方執行権力機関に含まれる組織

の長及び代理の職に就くことができる。

第5条

1.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民に対し、国籍当事国の教

育機関において発行された教育に関する文書は、発行日に関わらず、常住当

事国の領域内において承認される。

2.前項の文書は、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民に対し、

両当事国の領域内に設置された教育機関に入学する権利を付与し、かっ文書

に記載された職種で採用される際に効力を有する。
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第6条

1.当事国は、自国の法令に従い、一方当事国の領域内に常住する他方当事国

の国民に対し、その国民に帰属する財産の占有、使用及び処分に対する権利

を保障する。

一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民による財産取得は、常住

当事国の法令により規律される。

2.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、常住当事国の現行法

に従い、その国民と同様に、常住当事国の固有財産の私有化に参加する。た

だし、当事国間の他の条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

3.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民は、この条約の発効の時

に当事国の一方の固有財産の私有化に参加する自己の権利を行使したときは、

他方当事国の国有財産の私有化に参加する権利を有しない。

第7条

第三国との国境を含め、当事国の国境を通過する権利を付与する文書は、常

住当事国の関係機関との合意にもとづき、常住当事国に駐在する国籍当事国の

領事部により、 1月以内に発行される。

第8条

一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民による兵役義務の履行手続

に関する諸問題については、個別の条約により規律する。

第9条

1.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の権利能力及び行為能力

は、常住当事国の法令により定める。

2.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の行為能力の制限又は回

復に関する事件、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民の失綜宣

告又は死亡宣告に関する事件、及び一方当事国の領域内に常住する他方当事

国の国民の死亡時の確認に関する事件については、一方当事国の管轄機関が

他方当事国の管轄機関に通知する。

第10条

1.養子縁組又はその取消し、後見若しくは保佐の開始又は取消しは、養親、

後見人又は保佐人が一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民であり、

養子、被後見人又は被保佐人が常住当事国の国民であるときは、常住当事国

の法令により規律される。
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2.一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民について、養子縁組又は

その取消し、後見若しくは保佐の開始又は取消しがなされるときは、国籍当

事国の法令が適用される。

第11条

損害賠償債務は、加害者及び被害者が同ーの当事国の国民であり、かつ他方

当事国の領域内に常住する者であるときは、常住当事国の法令により定める。

ただし、国籍当事国において発生した損害賠償請求権の原因となる行為又はそ

の他の状況が、国籍当事国の法令により定められるときは、この限りでない。

第12条

常住当事国内の外国人に対し現に定められているか又は定められることのあ

る権利制限若しくは追加的義務は、一方当事国の領域内に常住する他方当事国

の国民には適用しない。

第13条

この条約の適用又は解釈について生じる当事国聞の紛争は、当事国間の協議

及び交渉により解決する。

第14条

当事国双方は、一方当事国の領域内に常住する他方当事国の国民に関する法

原則の発展に向けた措置を講じる O

第15条

この条約は批准を要し、かつ批准書の交換の日から30日後に発効する。

第16条

この条約は、発効の日から 5年間有効であり、かつ5年毎に自動的に更新さ

れる。ただし、当事国の一方がその期間満了の6月前までに反対の旨を表示し

たときは、この限りでない。

XII 1995年5月18日のロシア連邦とトルクメンとの聞のトルク

メンの領域内に常住するロシア連邦国民及びロシア連邦の領

域内に常住するトルクメン国民の法的地位に関する条約(口)

(17) lloroBOp MelK，l¥y POCCIl曲CKOHφe，l¥epaUlle白HTypKMeHllcTaHoM 0 npaBOBOM CTaTyce 

rpalK，l¥aH POCCIlHCKO品φe.llepaUIlIl.nOCTOHHHO npolKHBaめ凹HXHa TeppHTopHH TYPKM' 

eHIlCTaHa.日 rpalK，l(aH TypKMeHllcTaHa. nOCTOHHHO npOlKllBaIO山HXHa TeppHTopHH 

POCCIl品CKO白φe，l¥epaUIlH.)7HnfioMaTHQeCKs斤BeCTHHK.1995. N 0 6. CTp. 37 
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以下で当事国というロシア連邦及びトルクメンは、両国の友好関係をさらに

発展させるため、自国民のために両当事国内における平等な生活条件を保障す

ることを希望し、またこれに関連して、一方当事国に常住する他方当事国の国

民に対し、前者の当事国の国民の法的地位に最大限近接した法的地位を付与す

ることを望み、

1993年 1月22日にミンスク市において署名された民事・家事・刑事について

の裁判援助及び法律関係に関する条約の規定を考慮して、

以下のことを合意した。

第1条

l.この条約は、一方当事国の国籍を有し、かっ他方当事国に常住する者に適

用する。

2. この条約の規定は、阿国の国籍を有する者(二重国籍者)には適用しない。

二重国籍者の法的地位は、「二重国籍問題の規律」に関する1993年12月23日

のロシア連邦とトルクメンとの間の条約により定める。

第2条

l.この条約において、一方当事国の国民が他方当事国の領域内に常住してい

るとみなされるのは、他方当事国によって発行された許可にもとづき、後者

の領域内に常住する場合において、国籍国の法令により前者の領域内に常住

していないときをいう。

2.この条約において、

a)r常住者」とは、前項の規定にいう一方当事国の領域内に常住する他方当

事国の国民をいう O

b) r国籍当事国」とは、常住者が国籍を有する国をいう。
cJr常住当事国」とは、常住者が引き続き居住する国をいう。

第3条

l.この条約において、常住者の地位に関する証明書で当事国が承認するもの

とは、常住国の管轄機関が発行する文書、又は国籍国の法令に従い常住者の

身元及び国籍を証明する文書若しくは外交旅券及び公務旅券以外の国境通過

権を付与する文書に常住国の管轄機関がなした記載をいう。

2.当事国は、前項にいう文書及び記載の書式、並びにこの条約に従っていか

なる者に常住者としての地位を付与するのかという事項に関する情報を交換

する。かかる書式及び情報の交換は、当事国の領事部を通じて行う。
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3.常住者が留学、労働、出張、兵役、治療滞在その他の目的で常住圏外にー

時的に滞在しでも、それだけでは、この条約の定める常住者の法的地佐には

影響しない。

第4条

l.常住者は、常住国の憲法及び法律を遵守し、その伝統及び習慣を尊重しな

ければならない。

2.常住者は、国籍固との法的紐帯を失わず、その庇護及び保護を享受する。

第5条

l.常住者は、常住国の領域内に常住する国民と同一の権利及び自由を享受し、

同一の義務を負う。ただし、この条約の定める適用除外事項を除く。

2.常住者は、以下の権利を享受しない。

a)常住国の最高国家職及ぴ最高国家権力機関の選挙権並びに被選挙権

b)常住国が実施する国民投票に参加する権利

c)常住国の国家権力機関の幹部職、外交・安全保障・内務機関の職、裁判

官職、検察官職に就く権利

3.当事国は、この条約が常住者の法的地位について定める適用除外事項を、

圏内法により減らすことができる。

第6条

常住国内の外国人に対し現に定められているか又は定められることのある権

利制限若しくは追加的義務は、入国、滞在、国外追放及び出国に関する条件並

びに手続を含め、常住者には適用しない。

第7条

l.教育に関する文書又は職業訓練を受けたことを証明する文書で、国籍国の

教育機関その他の施設が常住者に発行したものは、その発行日に関わりなく、

常住国の領域内において承認される。

2.前項の文書は、常住者に対し、両当事国内に設置された教育機関に入学す

る権利を付与し、かつ文書に記載された職種で採用される際に効力を有する。

第8条

常住者は、常住国の国民と同様に、常住国の国有財産の私有化に参加する。

ただし、当事国聞の他の条約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第9条

l.第三国との国境を含め、国境を通過する権利を付与する文書は、常住国に
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駐在する国籍国の領事部により発行される。

2.常住国の法令により定められた常住国の国民に対する出国制限は、常住者

にも適用する。

第10条

1.常住者は国籍固において兵役又は代替役務に就く。国籍国の同意があると

きは、常住国において兵役又は代替兵役に就くことができる。

2.一方当事国で兵役又は代替役務を終えた常住者は、他方当事国における兵

役又は代替役務を免除される。

第11条

1.常住者の権利能力及び行為能力は、常住国の法令により定める。

2.常住者の行為能力の制限又は回復、常住者の失綜宣告又は死亡宣告及び常

住者の死亡事実の確認に関する裁判については、その裁判が確定した後、一

方当事国の管轄機関が他方当事国の領事部に遅滞なく通知する。

第12条

1.養子縁組又はその取消し、後見若しくは保佐の開始又は取消しは、養親、

後見人又は保佐人が常住者であり、養子、被後見人又は被保佐人が常住国の

国民であるときは、常住国の法令により規律される。

2.常住者について、養子縁組又はその取消し、後見若しくは保佐の開始又は

取消しが行われるときは、国籍国の法令が適用される。

第13条

損害賠償債務は、加害者及び被害者がともに常住者であり、かっ同ーの当事

国の国民であるときは、常住国の法令により定める。

第14条

当事国は、この条約の規定の実施について、立法措置及ぴ行政措置を含むす

べての必要な措置を講じる。

第15条

この条約の適用又は解釈について生じる当事国間の紛争は、当事国間の協議

又は交渉により解決する。

第16条

この条約により規律されない民事及び家族関係については、当事国は、 1993

年l月22日の民事・家事・刑事についての裁判援助及び法律関係に関する条約

の規定を適用する。
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第17条

この条約は批准を要し、批准書の交換の日に発効する。この条約は、発効の

日から10年間有効である。 10年を経過した後、この条約は、 5年毎に自動的に

更新される。ただし、当事国の一方がその期間満了の6月前までに反対の意思

を表示したときは、この限りでない。

XIII 1995年5月18日のロシア連邦とトルクメンとの聞のトル

クメンにおけるロシア人少数派及びロシア連邦におけるト

ルクメン人少数派の権利保障のための協力に関する条約(日)

以下で当事国というロシア連邦及びトルクメンは、

両国の友好関係をさらに発展させるため、

人権分野における国際法の規範、とりわけ世界人権宣言、人権に関する諸条

約、民族的、種族的、宗教的及び言語的少数派に属する者の権利宣言において

承認されたものを遵守するという信念を確認し、

領域内に居住するロシア人少数派及びトルクメン人少数派の権利を保障し、

そのための適切な協力体制を築くことを希求し、

1992年7月31日のロシア連邦とトルクメンとの問の友好協力条約を指針とし

て、

以下のことを合意した。

第1条

この条約は、 トルクメンに常住するロシア人少数派に属する国民、及ぴロシ

アに常住するトルクメン人少数派に属する国民(以下では、少数派という)に

適用する。

第2条

当事国は、少数派に属する者に対し、人権分野において一般に承認された国

際法の規範に従い、市民的、政治的、社会的、経済的、文化的な権利及び自由

を保障する。

第3条

(18)及。rOBOpMe淑，/¥yPOCCHHCKO員φE且epaI.(He曲目 TypKMeHHCTaHOM 0 COTpy且HH可eCTBeB 
lleJIHX o6ecne可eHHHnpaB pOCCHHCKO員 MeHbWHHCTBa B TypK民陀HHCTaHe，日 TypKM' 

eHCKoro - B POCCH白CKO曲φE且epallHH，J[Hn，//OM8TJf'JeCKHii BeCTHHK， 1995， No 6， CTP， 
40， 
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1.当事国は、少数派に属する者に対し、自己の民族的、言語的、文化的、宗

教的な独自性を、個人で又は自己の集団の仲間と共に妨害なく表明し、維持

し、発展させる権利を保障し、かっ自国の政策上これらの法益に配慮する義

務を負う。

2.当事国は、少数派の権利を実現し、その強制的な同化の試み又は民族的違

いによる差別を禁止するのに適切な状況を、自国の領域内に作り出すために

必要な立法的、行政的その他の措置を講じる。その際に講ぜられる措置は、

社会全体の利益に合致することを要し、他の市民の権利を制限することは許

されない。

第4条

1.当事国は、少数派に対し、社会生活及び国家生活に参加する権利、とりわ

け少数派の利益保護に関わりその居住地域に影響を与える問題の解決に参加

する権利を保障する。

2.当事国は、少数派に属する者に対し、その常住国の法令に従い、民族的、

種族的、言語的、文化的、宗教的な独自性を維持し発展させるために、啓蒙、

文化、宗教その他の社会団体(協会、同郷人会)を設立する権利を承認する。

上記の団体は、他の類似の社会団体に与えられるのと同ーの権利を享受す

る。

3.当事国は、少数派の利益に影響を与える立法、行政その他の措置を講じる

際には、その代表と協議するものとする。

第5条

1.当事国は、少数派に属する者に対し、常住国の領域内において妨害なく相

互に接触を保つ権利、並びに共通の民族的・種族的出自、文化、言語又は宗

教的信条によって結ぼれた図の市民及び団体との関係を保持する権利を承認

する。

2.各当事国は、自国の領域内における他方当事国の情報文化センターの活動

を奨励するものとする。

第6条

当事国は、少数派に属する者に対し、個人で又は自己の集団の仲間と共に、

母語で行なわれているのと同じ方法で公文書その他において自己の氏名を使用

する権利、並びに個人生活・社会生活において書面及び口頭で母語を妨害なく

使用する権利、母語により情報にアクセスする権利、母語によるマスコミ媒体
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第7条

資料

当事国は、少数派に属する者に対し、個人で又は自己の集団の仲間と共に、

自己の信仰に従って宗教儀式を行ない、礼拝のための建物を保有し、礼拝に必

要な物品を取得して使用し、母語による宗教的啓蒙活動を行なう権利を承認す

る。

第8条

この条約の第4条にいう社会団体は、金銭その他の物の任意の出資によって

資金を調達し、その所在地図の法令により所在地図の援助を受けることができ

る。この社会団体は、所在地図の法令の定める要件に従えば、他方当事閣の国

家団体、社会団体及び私人の援助を受けることもできる。

第9条

当事国は、少数派の民族的、種族的、言語的、文化的、宗教的な独自性の維

持に協力するため、とりわけ以下のことを行なうものとする。

a)少数派が集中的に住む地域における母語の研究及び母語による教育のた

めの適切な環境を整備すること。これには、国家予算、地方予算その他の

資金源から資金を調達した教育施設の開設および維持を含む。

b)少数派の言語を使って、その言語の学習プログラム・教科書・教材で授

業がなされる教育施設の維持のために、教育問題を管轄する当事国の国家

機関の聞の協力を促進し、これらの教育施設における業務の専門家を育成

するために協力すること。

c)少数派が集中的に住む地域における当局との接触に際して、少数派の言

語を使うための環境を整備すること。

d)少数派の史跡及び文化財の保護を含む文化遺産の維持並びに研究のため

の措置を講じること。

巴)教育施設及ぴ啓蒙機関における歴史・文化研究の際に、少数派の歴史及

び文化に配慮すること。

f)少数派の民族手工業の維持及び発展を援助すること。

第10条

1.当事国は、多面的なレベルにおける少数派の権利の法典化を促進し、この

分野において国連及び全欧安全保障協力会議でなされている努力を支持する

ものとする。
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2.当事国は、自国の法令をこの条約に合致させるために必要な措置を講じる。

第11条

しこの条約の実施に関する活動の調整を行なうのは、ロシア側はロシア連邦

民族問題・地域政策省であり、トルクメン側はトルクメン司法省である。

この条約の規定を実施するため、上記の各機関は、相互に直接連絡を取り

合うことができる。

2.当事国は、この条約が規定する問題を検討するために、両国の代表からな

る合同委員会を設置することもできる。

第12条

この条約は、当事国が加盟する他の国際条約から生じる当事国の義務に影響

しない。

第13条

この条約は批准を要する。この条約は、批准書の交換の日に発効し、 5年間

有効である。この条約は、 5年毎に自動的に更新される。ただし、その期間が

満了する 6月前までに、当事国の一方が条約終了の意思を書面で他方当事国に

通知したときは、この限りでない。

XN 1996年10月30日のロシア連邦政府とベラルーシ共和国政

府との聞の移住手続及び移住者の権利保護についての規則

に関する条約(9)

以下で当事国というロシア連邦政府及びベラルーシ共和国政府は、

人権に関する国連の基本文書に定められた諸原則及びヘルシンキ最終議定書

を指針として、

移住の手続及び条件並びに移住に際して移住者を援助する当事国の相互の義

務を定めたいという希望にもとづき、

以下のことを合意した。

第1条

この条約は、ロシア連邦からベラルーシ共和国へ移住する者、及びベラルー

(l9)CorJIa山eHHeMelK且y日paBHTeJIbCTBOMPOCCHHCKO白φE且epaUHHH npaBHTeJIbCTBOM 
Pecny6JIHKH oeJIapycb 0 peryJIHpOBaHHH npouecca nepeCeJIeHHH H 3all¥HTe npaB 
nepeCeJIeHueB， CoφalJUe 3aKOHOdame.!lbCmaa POCCUiiCKOiiφedepau，uu， 1998， N 0 39， 
CT.4858 
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シ共和国からロシア連邦へ移住する者に適用する。

この条約の各該当者への適用は、 I回限りとする。

当事国は、いかなる強制移住も許されないことを承認する。

第2条

この条約で使われる用語は、以下の意味を有する。

「移住者Jとは、常居所を有する国を任意に去り、他の国の領域内に常居所

地を移す者をいう。

「移住者の家族Jとは、配偶者、労働能力のない親、未成年の子、及び移住

者と同居し共同の家計を維持している親族をいう。

「出発国」とは、以前の常居所地図をいう。

「到達国」とは、新たな常居所地図をいう。

第3条

この条約は、次の者には適用されない。

a)難民

b)移住労働者

c)有罪判決の言渡しを受けた者、及び自由剥奪施設に収容されている者

d)出発国の安全保障上の利益を出国により害するおそれがある者。ただし、

出国を妨げる事情が消滅したときは、この限りでないo

e)国家、協同組合、社会団体、その他の機関・施設及び私人に対する債務

の履行をしない限り、出国できない者

f)留学、私用及び商用により、一時的にその国に滞在する者

g)軍人及ぴ徴兵年齢に達した者。ただし、後者は、出発国の管轄機関によ

り徴兵義務に対する徴集の決定がなされているときに限る。

第4条

移住の許可は、到達国により国際法及び到達国の法令に従い移住者に与えら

れる。

第5条

移住者及びその家族は、当事国の移民局から、以下の情報を自由に無料で取

得する権利を有する。

a) この条約の内容

b)移住の条件

c)到達国における移住者の権利義務
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d)到達国における就職状況、教育、職業訓練、職業再訓練、職業指導の便

宜、その他の居住環境(自然環境、気候、住宅、日常生活、社会、文化な

ど)

第6条

移住者及びその家族は、以下のことをする権利を有する。

a)個人所有に属する動産で出国までに申告したものを、すべて出発国から

持ち出すこと。ただし、出発国の法令により国家財産とされる文化財は、

この限りでない。

b)個人所有に属する財産を、売却その他の方法で処分すること。

c)ロシア連邦中央銀行及びベラルーシ共和国銀行の定める手続に従い、出

発国の銀行にある預金その他の金融資産を、到達国の銀行に移すこと。

d)個人所有に属する動産、不動産、預金その他の金融資産を出発国に残し、

それらについて占有、使用及び処分の権利を行使すること。

動産及び不動産は、その所有者が国外に常居所を有していること、又は出発

国の国民でないことを理由として、出発国政府が奪うことはできない。

第7条

当事国は、移住者が住宅・住宅建設・別荘・車庫建設の協同組合、園芸菜園

組合、その他の協同組合の組合員であり、住戸、別荘、園芸小屋、車庫その他

の使用のために供与される建物の組合持分について、支払を完了しているとき

は、所定の手続により所有権が設定された時から、当該財産に対する所有権を

移住者に認める。

住宅、別荘、関芸小屋その他の建物が自然人又は法人に譲渡されたときは、

それが出発国の法令により定められたいかなる形態であっても、敷地の占有権

は完全に新たな占有者に移転する。

移住者は、使用のために供与されている財産の持分について、期限前に支払

を完了することができ、その財産の所有権を取得する権利を有する。

当事国は、公有(国家)住宅基金住宅の私有化について、移住許可を得た移

住者に協力するものとする。

第8条

移住者は、その所有する財産の占有、使用及び処分を完全に行なうことがで

きる。

出発固に所在する財産に関する民事上の紛争で、移住者及びその家族を一方
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資料

当事者とし、利害関係人を他方当事者とするものは、出発国の法令及びこの条

約に従い、出発国の裁判手続により審理する。

到達国の管轄当局は、前項の訴訟及びその他の訴訟について、出発国の裁判

所の確定判決をとりわけ到達国の領域内における執行のために承認する。

第9条

当事国は、その領域内において、公務員、私人、集団、社会団体その他の団

体による暴力、脅迫、威迫、並びに性、民族、言語、宗教及び信条、政治的そ

の他の見解、民族的・種族的・社会的出自、経済・財産・家族状況に起因する

その他の行為から、移住者及びその家族を守ることを保障する。

篇10条

当事国は、相互主義に基づき、個人財産の持ち込み・持ち出しの制限、関税、

租税及ぴこれらに関する課徴金などを移住者及びその家族に免除する。ただし、

商品として大量に持ち出される物は、この限りでない。

金銭の持ち出し及び預金その他の金融資産の送金に対する課徴金及び関税な

どは、免除する。ただし、送金手数料はこの限りでない。

第11条

出発国は、移住者及びその家族が所有する住居その他の建物を、売却その他

の方法で処分する際に、これを援助する。

出発図は、移住者及びその家族が飛行機及び列車の切符を取得すること、並

びに到達国へ個人財産を輸送するためにコンテナを手配することを援助する。

到達国は、移住者及びその家族が住居を賃借・購入・建築することを援助す

る。

当事国は、両国の法令の定める手続に従つてなされる移住者間の住居交換に

ついて、これを妨げない。

第12条

到達国は、移住割当数を毎年決定する権利を有し、その割当に従い、移住者

及びその家族が常住のために選んだ国への移住許可を与えられるものとする。

割当数は、到達国が独自にこれを決定する。

当事国は、移住割当の枠外において、個人が他方の国へ独自に移住する権利

を認める。独自に移住した者に'は、この条約の規定を適用しない。

第13条

当事国は、移住に関する業務の調整及びこの条約の遵守に対する監督を、ロ
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シア連邦移民局並びにベラルーシ共和国労働省国家移民局にそれぞれ委ねる。

第14粂

当事国は、ロシア連邦及びベラルーシ共和国に移民局代表部をそれぞれ置く

ことができる。必要があるときは、両国に国家移民局の全権代表部の連絡事務

所を置くことができる。

移民局代表部は、以下の業務を行なうことができる。

a)移住プログラムの実施

b)当事国の毎年の移住者受入枠の決定及び調整

c)情報交換及び相互協議

d)この条約の第5条に定める情報の移住者及びその家族への提供

e)登録、並びに出発及び移動に必要な書式及び手続についての移住者及び

その家族への援助

第15条

移住者及びその家族の社会保障に関する権利を実現する手続は、個別の条約

により定める。

第16条

この条約の第13条及び第14条にいう機関によって解決されない問題は、当事

国の外交経路による解決に委ねる。

当事国は、この条約の不可分の一部を構成する関係文書に調印することによ

り、この条約の規定を補足又は修正することができるo

ロシア連邦及びベラルーシ共和国の法令に別段の定めがあっても、この条約

の規定は有効である。

第17条

この条約は批准を要し、批准書の交換の日に発効し、 5年間有効であるo

当事国は、相互の合意に基づき、この条約の有効期間を延長することができ

る。

この条約は、発効した後に、公布されるものとする。
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